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第４編 計画の推進 

１．計画の推進体制 

 県は、計画を総合的に推進する体制を整備するとともに、具体的な施策の展開

に当たっては、県民、市民活動団体、事業者、教育機関、市町村など各主体との

連携、協働の下で進めていきます。 
 
（１）県における推進体制 

 県は、関係する部局等の連携と調整を行い、効率的にこの計画に掲げる各種施

策を推進するため、知事を会長とする「千葉県環境基本計画推進会議」を設置し

ます。 
 

千葉県環境基本計画推進会議 
会長：知事 
委員：副知事、知事部局の各部局長、水道局長、

企業庁長、病院局長、議会事務局長、教育

長、警察本部長、監査委員事務局長、人事

委員会事務局長、労働委員会事務局長 
○環境基本計画の推進 
○環境に関する施策の総合的調整 

 
 
 

環境生活部  全部局 
○計画の進捗を表す指標の達成

状況の把握 
○施策の進捗状況の把握 

 ○環境の保全に関する施策の

策定・実施 
○あらゆる施策における環境

配慮の実施 
  
（２）各主体との連携、協働 

 この計画の実効性を高めるためには、県民、市民活動団体、事業者、教育機関、

市町村など各主体が共通の認識の下で、「各主体の基本的役割（第１編参照）」や

「みんなの行動指針（第３編参照）」を踏まえたそれぞれの役割を果たしながら、

相互に連携、協働していくことが重要です。 
 このため、県は、市町村の協力を得て、広く計画内容の周知と本県の環境に関

する情報の提供を行うとともに、各主体が行う自主的な環境保全活動に対する支

援の実施、県と各主体が環境に関して情報の共有や意見交換を行う機会の拡充を

図るなど、連携・協働を進めます。 
 

指示 報告 

調整 
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２．計画の進行管理 

 この計画を着実に推進し、「目指す環境の姿」の実現を図るためには、施策及び

事業の成果について定期的に把握してその評価を行い、継続的に見直しを行って

いくことが必要です。 
 このため、本計画に掲げる県の施策の進行管理については、「千葉県環境基本計

画推進会議」においてマネジメントサイクル（PDCA サイクル）の考え方に基づ

き、企画・立案（PLAN）⇒実施（DO）⇒点検・評価（CHECK）⇒改善（ACT）
という一連の手続に沿って、毎年度実施していきます。 
 また、「みんなの行動指針」に記載した事項など、各主体が自ら取り組んでいる

ことの成果を踏まえて、計画全体の進捗を把握していくことも必要です。このた

め、県民アンケート等を活用しながら、県民や事業者等の環境に配慮した行動の

実施状況等も含めた総合的な計画の進捗状況の点検・評価を行います。 
 これらの進捗状況等の点検・評価の結果については、学識経験者や住民の代表

者等で組織される「千葉県環境審議会」へ報告し意見を伺うととともに、千葉県

のホームページや千葉県環境白書などで広く公開し、県民・事業者など各主体か

らの意見や提言を求め、改善に反映させます。 
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県民、市民活動団体、事業者等 

・千葉県ホームページ、環境白書等による公表 

・様々な主体からの意見、提言 

千葉県環境審議会 

・審議会への報告 

・審議会からの意見 

公表 

 
 
 
 

各主体の参画による計画の進行管理 

県民、市民活動団体、事業者、教育機関、市

町村など各主体の取組と評価 

各主体との連携・協働 

 
 
・環境に関する個別計画
の策定 

・「県の施策展開」に基づ
く環境施策・事業の立
案 

・行政各分野の計画・施
策における環境の視点
の盛り込み 

企画・立案：Ｐｌａｎ 
 
 
・環境に関する施策・事業
の実施 

・県のあらゆる施策・事業
における環境配慮の実践 

実 施：Ｄｏ 

 

 

・「計画の進捗を表す指
標」等による環境の状
況の把握と評価 

・施策・事業の実施状況
の把握と評価 

・計画の進捗状況の評価 

点検・評価：Ｃｈｅｃｋ  
 
・点検・評価結果を踏まえた

施策・事業の改善・見直し 
・環境審議会の意見の反映 
・県民、市民活動団体、事業

者等からの意見・提言の反

映 

改 善：Ａｃｔ 

継続的

な 

推 進 

県における施策の展開 
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３．指標の活用 
 本県の環境の状況及び各種施策の進捗状況を把握し評価するため、第３編に提示
した次の「計画の進捗を表す指標」を活用します。  
（１）地球温暖化防止に取り組む 

テーマ名 項目名 現況 
（基準年（年度）） 

目標 
（目標年（年度）） 

１ 温室効
果ガスの
排出量削
減 

家庭における県民１人１日当たりの二酸化炭素排出量 
 電気・ガス使用等家
庭内のエネルギー消
費に伴う排出量 

1 日当たり 3.17ｋｇ 
（14 年） 

1 日当たり 2.60ｋｇ 
（30 年） 

  上記に自家用自動車
の使用・ごみ（一般廃
棄物）の排出等に伴う
排出量を含めた数値 

1 日当たり 6.62ｋｇ 
（14 年） 

1 日当たり 5.50ｋｇ 
（30 年） 

 日常生活における取組状況（アンケート調査により実施している人の
割合） 

  レジ袋（ポリ袋やビニ
ール袋）をもらわない 

12.6％ 
（18 年度） 

80％ 
（30 年度） 

  節電に努める 59.1％ 
（18 年度） 

100％ 
（30 年度） 

  車の運転時は、急発
進・急加速をしない 

77.0％ 
（16 年度） 

100％ 
（30 年度） 

 県の公用車購入時にお
ける低公害車の占める
割合★１ 

96.6％ 
（17 年度） 

100％ 
（毎年度） 

 再生可能エネルギー発
電設備導入量 

616MW 
（25 年度） 

3,000MW★２ 
（30 年度） 

  太陽光発電設備導入
量 

426MW 
（25 年度） 

2,727MW 
（30 年度） 

  太陽光以外の再生可
能エネルギー発電設
備導入量 

190MW 
（25 年度） 

273MW 
（30 年度） 

２ 森林な
どによる
二酸化炭
素吸収の
確保 

地球温暖化防止に資す
る人工林の間伐実施面
積★３ 

636ｈａ 
（18 年度） 

10,105ｈａ 
［10 ヵ年累計］ 
（29 年度） 

更なる面積の増加 
（30 年度） 

 １人当たり都市公園面
積 
（都市計画区域人口） 

6.02 ㎡／人 
（17 年度） 

〔参考〕全国 9.1 ㎡／人 
（17 年度） 

全国平均値に近づけ
ます。 

（30 年度） 

３ オゾン
層保護の
ためのフ
ロン対策 

フロン類の不適正処理
事案の発生数 

輸送中のフロンガスの
漏出やフロン類を含む
電気機器の不法投棄事
例が見受けられます。 
（18・19 年度） 

無くします。 
（毎年度） 

★１ 県の環境配慮物品調達方針で定める自動車で、環境に優しい低燃費かつ低排
出ガス車です。ただし、特殊自動車などで調達方針に規定に該当する車両がな
いものは除きます。 

★２ 千葉県の総世帯数 259 万世帯の消費電力の概ね 5 割に相当する発電規模にな
ります。 

★３ 育成天然林を含みます。 
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（２）豊かな自然環境の保全・再生と生物多様性の確保 

テーマ名 項目名 現況 
（基準年（年度）） 

目標 
（目標年（年度）） 

１ 生物多
様性に向
けた総合
的施策の
展開 

市町村における生物多
様性地域戦略の策定 

未策定 
（19 年度） 

全市町村で策定 
（30 年度） 

県民参加によるモニタ
リング事業「生命のに
ぎわい調査団」のモニ
タリング（報告）件数 

累計 30,400 件 
（25 年度） 

累計 50,000 件 
（30 年度） 

２ 自然公
園等によ
る優れた
自然環境
の保全と
活用 

自然公園の指定 10 地域 28,537ｈａ 
（18 年度） 

10 地域の維持、拡大 
（30 年度） 

自然環境保全地域の指
定 

28 地域 1,956ｈａ 
（18 年度） 

28 地域の維持、拡大 
（30 年度） 

自然公園ビジターセン
ター等利用者数 

11 万 1 千人 
（18 年度） 

12 万人 
（26 年度以降毎年

度） 
３ 森林・
農地・沿
岸域（里
山・里海）
の環境の
保全と再
生 

森林面積 162,500ｈａ 
（16 年） 

森林面積の減少を抑
えることにより
159,700ｈａ以上を
確保します 

（29 年） 
農用地面積 135,100ｈａ 

（16 年） 
農地面積の減少を抑
えることにより
128,100ｈａ以上を
確保します 

（29 年） 
 海域における環境基準 

達成率（COD） 
63.6％ 

（18 年度） 
〔参考〕全国 74.5％ 

（18 年度） 

全国平均並みの達成
率を確保します 

（30 年度） 

４ 都市にお
ける緑と水
辺のネット
ワークづく
り 

１人当たり都市公園面
積 
（都市計画区域人口） 

6.02 ㎡／人 
（17 年度） 

〔参考〕全国 9.1 ㎡／人 
（17 年度） 

全国平均値に近づけ

ます。 
（30 年度） 

５ 野生生
物の保護
と管理 

希少野生生物の保護回
復計画の策定 

未策定 
（19 年度） 

全市町村で作成 
（30 年度） 

特定外来生物の防除対
策の実施 

カミツキガメ 
約 1,000 頭 
（17 年度） 

 

  アカゲザル 
約 1,100 頭 
（19 年度） 

県域から排除します 
（30 年度） 

  アライグマ 
約 1,000～7,000 頭 

（19 年度） 

 

  キョン 
約 1,400～5,400 頭 

（19 年度） 
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（３）資源循環型社会を築く 

テーマ名 項目名 現況 
（基準年（年度）） 

目標 
（目標年（年度）） 

１ ３Ｒ（ﾘ

ﾃﾞｭｰｽ･ﾘﾕ

ｰｽ･ﾘｻｲｸ

ﾙ）の推進 

１人当たりの一般廃棄

物（ごみ）の排出量 
1,126 グラム 
（17 年度） 

950 グラム 
（30 年度） 

 一般廃棄物（ごみ）の

最終処分量 
19 万トン 
（17 年度） 

10 万トン 
（30 年度） 

 一般廃棄物（ごみ）の

再資源化率 
24.3％ 

（17 年度） 
40％ 

（30 年度） 
 産業廃棄物の排出量 2,493 万トン 

（17 年度） 
2,300 万トン 
（30 年度） 

 産業廃棄物の最終処分

量 
67 万トン 
（17 年度） 

57 万トン 
（30 年度） 

 産業廃棄物の再資源化

率 
60.0％ 

（17 年度） 
62％ 

（30 年度） 
２ 廃棄物

の適正処

理と不法

投棄の防

止 

新たな不法投棄量 
（投棄量 10 トン以上

の不法投棄箇所にお

ける投棄量の総量） 

23,861 トン 
（18 年度） 

新たな不法投棄量ゼ

ロを目指します 
（早期実現） 

３ バイオ

マス利活

用の推進 

バイオマス資源の利用

率 
68％ 

（15 年度） 
80％ 

（30 年度） 
食品廃棄物の利用率 30％ 

（15 年度） 
60％ 

（30 年度） 
４ 残土の

適正管理 
無許可埋立面積 12,107 ㎡ 

（16 年度） 
無くします。 
（早期実現） 

 公共工事に伴い発生す

る建設発生土の有効利

用率 

73.60％ 
（17 年度） 

98％ 
（30 年度） 
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（４）安心できる健やかな環境を守る 

テーマ名 項目名 現況 
（基準年（年度）） 

目標 
（目標年（年度）） 

１  良 好

な 大 気

環 境 の

確保 

光化学スモッグ注意報

の年間発令日数 
20 日 

（14～18 年度の 
平均） 

注意報発令日数の 

半減 
（30 年度） 

 浮遊粒子状物質の環境

基準達成率（一般局・

自排局の合計） 

94.4％ 
（18 年度） 

 

 二酸化窒素の環境基準

達成率（一般局・自排

局の合計） 

98.6％ 
（18 年度） 

100％達成 
（毎年度） 

 二酸化硫黄、一酸化炭

素の環境基準達成率

（一般局・自排局の合

計） 

100％ 
（18 年度） 

 

 二酸化窒素の県環境目

標値達成率（一般局・

自排局の合計） 

69.4％ 
（18 年度） 

概ね達成します 
（30 年度） 

 低公害車の普及台数 
（排出ガス規制かつ燃

費基準に適合した自動

車）★４ 

約 25 万台 
（24 年度） 

約 77 万台 
（30 年度） 

 
 

 エコドライブ実践事業

者の割合（県内の事業

所で使用している自動

車の合計が 30 台以上

の事業者） 

61％ 
（18 年度） 

100％ 
（毎年度） 

２  騒

音 ・ 振

動・悪臭

の防止 

自動車騒音の環境基準

達成率 
82％ 

（18 年度） 
概ね達成します 
（毎年度） 

 
航空機騒音の環境基準

達成率 
成田空港周辺 51％ 
羽田空港周辺 100％ 
下総飛行場周辺 82％ 
木更津飛行場周辺 
 100％ 

（18 年度） 

達成率を向上させま

す 
（毎年度） 

 騒音・振動・悪臭の苦

情件数 
1,502 件 

（18 年度） 
減少させます 
（毎年度） 
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テーマ名 項目名 現況 

（基準年（年度）） 
目標 

（目標年（年度）） 
３ 良好な

水環境の保

全 

河川・湖沼・海域
の環境基準の達成
率（BOD・COD） 

67.1％ 
（18 年度） 

〔参考〕全国 86.3％ 
（18 年度） 

全国平均並みの達成
率を確保します 

（30 年度） 

 印 旛 沼 の 水 質
（COD） 

8.6mg／L 
（18 年度 COD 
年平均値） 

遊び泳げる、印旛沼
とその流域★５の回復 

（42 年度） 
 手 賀 沼 の 水 質

（COD） 
7.9mg／L 

（18 年度 COD 
年平均値） 

かつて手賀沼とその
流域にあった美しく
豊かな環境★６の回復 

（42 年度） 
 東京湾の環境基準

達成率（COD） 
63.6％ 

（18 年度） 
向上させます 
（30 年度） 

 県全域の汚水処理
人口普及率 

79.7％ 
（18 年度） 

89.9％ 
（36 年度） 

４ 良好な
地質環境
の保全 

2 ㎝以上の地盤沈
下面積 

11.7k ㎡ 
（18 年度） 

無くします 
（早期達成） 

地下水の環境基準
達成率 

84.2％ 
（18 年度） 

〔参考〕全国 93.2％ 
（18 年度） 

全国平均並みの達成
率を確保します 

（30 年度） 

５ 化学物
質による
環境リス
クの低減 

化学物質の環境基
準達成率 

ベンゼン★７ 100％ 
トリクロロエチレン、テ
トラクロロエチレン、ジ
クロロメタン★７ 100％ 
ダイオキシン類 
（一般大気環境 100％） 
（公共用水域水質 

98.9％） 
（公共用水域底質、地下
水土壌 100％） 

（18 年度） 

100％達成 
（毎年度） 

 有害化学物質の届
出排出量 

約 9 千トン 
（17 年度） 

前年度より減少させ
ます 

（毎年度） 
６ 放射性
物質対策 

空間放射線量率 0.031～0.126μSv／h★８ 
（25 年度） 

 

国が定める除染等の
措置等の実施要件未
満の状態 

（毎年度） 
〔参考〕除染等の措
置等の実施要件 

0.23μSv／h 
★４ 低公害車の普及台数は、国の集計方法に基づいて集計していますが、24 年度

から国の集計の対象となる低公害車は、より低燃費かつ低排出ガスのものにさ
れています。 

★５ 印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第 6 期）（24 年 3 月策定）における水質改
善の長期ビジョンであり、COD の測定値としては、年平均値で 5mg／L 程度が
目標値となります。 

★６ 手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第 6 期）（24 年 3 月策定）における水質改
善の長期ビジョンであり、COD の測定値としては、環境基準値（5mg／L：75%
値）が目標となります。 

★７ ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンは
一般大気環境における環境基準 

★８ モニタリングポストによる測定値    
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（５）環境を守り育てる人づくり・ネットワークづくり 

テーマ名 項目名 現況 
（基準年（年度）） 

目標 
（目標年（年度）） 

１ 環境学

習の推進 
県が主催・共催する環

境学習に関する行事の

参加者数 

16,841 人 
（17 年度） 

27,000 人以上★９ 
（毎年度） 

２ 環境に

配慮した

自主的行

動と協働

の推進 

環境保全活動に「参加

したことがある」と回

答した県民の割合 
（アンケート調査によ

る） 

36.0％ 
（18 年度） 

70％以上 
（30 年度） 

 ISO14001 またはエコ

アクション 21 の認証

取得事業件数 

487 
（18 年度） 

1,000 
（30 年度） 

３ 「ちば

環境再生

基金」の

充実と活

用 

募金総額（累計） 11 億 8 百万円 
（18 年度末までの

累計） 

30 億円 
（30年度末までの累

計） 
助成事業費（累計） 8 千万円 

（18 年度末までの

累計） 

30 億円 
（30年度末までの累

計） 
４ 県域を

越えた連

携と国際

環境協力

の促進 

県と県外の自治体等が

連携した環境の保全・

再生の取組 

近隣都県と連携した

ディーゼル自動車の

運行規制や地球温暖

化防止の共同キャン

ペーン等を実施 
（18 年度） 

連携した取組を拡大

します 
（毎年度） 

 県が受け入れた環境分

野での海外からの研修

生数 

8.6 回 89 人 
（14～18 年度の間

の年平均値） 

増加させます 
（毎年度） 

★９ 「ちばＣＯ２ＣＯ２ダイエット出前講座」など基準年度より後に開始した行

事の参加者数を含みます。  
  


